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東海第二発電所について「適合性審査申請」を取り下げ、 

「運転期間延長認可申請」をしない要請 

 

御社は２０１４年５月東海第二発電所について国へ適合性審査の申請を提出しました。

しかしこの適合性審査申請は御社がこれまで茨城県民に「５重の壁で放射性物質を閉じ込

めます」と宣誓していた大前提から１８０度転じ、過酷事故時にはフィルター付きベント

装置で放射性物質を私たちの生活圏に放出することを前提にしています。端的に言えば「県

民との約束違反」です。私たちは御社がこの放射性物質放出を前提にした運転に転じた事

を全茨城県民に説明できていない以上、適合性審査申請自体を取り下げるべきであると考

えます。 

さらに東海第二発電所は１９７８年１１月２８日の営業運転開始から起算し２０１８年

１１月をもって、４０歳となります。この４０歳を超えて運転期間延長を計画するには原

子力規制委員会が定める高経年化対策のもとに、「運転期間延長認可制度」への申請が必要、

その提出時期は、プラント年齢３８歳９か月から３９歳迄の３ヶ月の間と聞いています。 

東海第二発電所は東日本大震災で被災しています。また、当初設計時に想定していない年

歴で運転される圧力容器も、高経年化に伴う劣化が懸念されます。東海第二発電所は、運

転期間延長を想定するべきではありません。 

東海第二発電所が４０歳を超えて運転を継続することは「危険な実験」です。 

原子力発電所は、閉鎖された実験室にあるのではなく、私たち茨城県民が住む地域社会に

立地しています。そこで重大事故につながる可能性がある運転延長・実験をすることは許

されません。 

仮に御社がこの「運転期間延長認可申請」を提出するのであれば、それは茨城県民への

二重の背信行為と言わざるを得ません。 

以上の理由から次のことを要請します。 

１ 東海第二発電所の適合性審査申請を取り下げること 

２ 東海第二発電所は運転期間延長認可申請をしないと早期に決定すること 

３ 平成２８年度並びに平成２９年度経営基本計画に東海第二発電所の「運転期間延長認

可申請」そのための「特別点検」に関する内容を計画しないこと 

 

（問合せ先：脱原発ネットワーク茨城／小川／電話 029-857-7622／090-5548-3078） 
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